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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６５】
　補強マイクロファイバーは、望ましくは、上の方法のダイ３１４温度でポリマーコア材
料の溶融粘度に類似の溶融粘度（毛細管粘度計で測定されるように）を有する材料で形成
される。補強マイクロファイバー材料は、ポリマー材料中に不混和性であるが、それと相
容性であるべく選択される。伸張剥離できるテープの物理的性質は、マイクロファイバー
がいかにうまく形成されるかによって影響され、マイクロファイバーの形成は加工条件お
よびコア層ポリマー樹脂との相容性によって影響される。マイクロファイバー形成性樹脂
およびコアポリマーの溶融粘度がぴったりとマッチし、加工条件が連続のマイクロファイ
バーを生み出すのに適切であることが重要である。典型的にはマイクロファイバー形成性
樹脂とコアポリマーとの溶融粘度の比は約１：３０から約３０：１、好ましくは約１：２
０から２０：１である。マイクロファイバー材料は典型的には溶融され、混合され、実質
的に球状の樹脂小滴としてコア材料中に分散される。これらの小滴は一般に約２０マイク
ロメートル未満の、時々約１０マイクロメートル未満の平均直径を有する。
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